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地域農業の将来を
みんなで考える「地域計画｣特集
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地域農業の将来をみんなで地域農業の将来をみんなで
考える「地域計画考える「地域計画｣｣

◎地域計画とは
　農業者や地域のみなさんの話合いで作る将来の農
地を誰が耕作し、守っていくかといった姿を明確化
した地域農業の設計図といわれるものです。
作成主体 市町村
対象範囲 地区（集落）単位

根拠法令 農業経営基盤強化促進法第18条～

◎地域計画の策定の流れ

※地域計画は、策定して終わりではなく、その後の
　実行と毎年の見直しが必要になります。

このままでは地域の農地が維持できない！
～農地を取り巻く「出し手」と「受け手」が抱えるこんな悩み～

農地の所有者など
（出し手）

農地を貸したい
けど誰が借りて
くれる？

農地を貸して
いるけど
いつまで耕作
してくれるかな？

後継者がいないし
機械が壊れるまでかな。

農地の耕作者など
（受け手）

農地を
借りたいけど
誰の農地で
誰が相続
してる？

近場で
規模拡大
したい！

荒れた農地
から悪影響が
あると不安。

これ以上
農地を
引き受け
きれないな。

農地が
バラバラにあって
移動が大変だ。

このまま放っておくとどうなるの？
　このまま何もせずに放っておくと農地は荒れ果
て、水路など農業用施設が破損し、地域農業の衰
退へとつながります。しかも一度荒れてしまう
と、農地の再生を目指しても、元の農地に戻すこ
とは非常に困難です。
　さらにこの影響は、農業だけにとどまりませ
ん。水路が機能しない状態では、大雨時の増水に
よる水害につながるなど我々の生活の至るところ
に大きな悪影響を及ぼします。
　そこで町では、農地利用にかかる問題解決のた
め、地域のみなさんと一緒になって協議の場など
を通じ、「地域計画」の策定を３月末の完成に向
けて取り組んでいます。

長年にわたり放置された梨園。このような場所が至る所にある
ことで有害鳥獣の隠れ場所になり被害の発生につながります。
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・イノシシ被害に悩む
・梨畑エリアは急傾斜で機
　械作業が困難
・小区画で受け手いない
・畦が高く草刈りが困難
・高齢のため作業が困難

・春の作業が多く規模拡
　大の限界迎える
・人員確保ができない
・集落営農でも不採算

・休耕田が点在し集約困難
・中山間事業の役員のなり
　手がいない
・複数集落による共同活動
　は、意見が整わず難しい
・高齢のため作業が困難

・�谷間で日照時間も短
く、地盤がぬかるむ
・ハクビシン被害がある
・大雨時に水路が溢れる

・酪農家がいて助かる
・�酪農家に依頼が増加し、
限界が来ている
・小規模農家への支援
・区画の大区画化希望
・組織での取り組み必要

・集落営農で機械共有し
　農地維持。継続に不安
・田植えなど作業委託の
　相談先がない

・兼業農家の跡継ぎ不在
・水路の激しい経年劣化
・進入路が狭くトラクター
　で入れない
・酪農家も限界で拡大困難
・転作水田、畦草が放置

・�倉坂奥の農地は小規模
で畦の管理が大変
・倉坂東の丘陵地、梨園
　跡に再生事業を希望

・畦の傾斜がきつく幅広で
　草刈りきつい
・オペレーター、週末農業
　人材の創出
・機械レンタル制度の検討
・機械の単純更新へ助成

・ハウスへの補助希望
・�基盤整備から40年経過
　水路等劣化している
・イノシシの被害

・�畔や水路は広域的に取り
組みが必要
・�町全体でオペレーター確
保し共有できないか
・通年作物の検討
・斎尾廃寺跡の有効活用

・�芝、高齢等による離農
増加
・�酪農の経営はギリギリ
で機械更新も困難

・酪農家が担い手となり農
　地の維持管理
・酪農家の機械進入困難
・法人によるサツマイモ栽
　培や飼料用米の作付
・梅田集落、狭く沼田

・�水が少ない地区で水が
少なくて済む作物の検討
・空き家情報の地域共有
・コントラ組合による作付

・�ブロッコリー・酪農は規模
拡大困難。白ねぎがよい
・周辺が耕作放棄地になる
　とすぐに荒れてしまう
・儲かる農業でないと続か
　ない
・笠見集落の豪雨災害

・表土少なく石多い。水
　が湧くため転作困難
・梨の作業員不足で規模
　拡大困難
・中山間等の制度活用

・収入あれば農家は増える
・地区外からの人材確保
・子どもが後を継いでくれ
　るか不安
・山の畑は管理エリアに位
　置付けるしかない
・イノシシが嫌う作物を検討

・営農組合構成員の高齢
　化。継続不安
・水田で大豆生産。補助
　金がなくなる不安
・機械の単純更新へ助成

みんなで話そう！私の地区の農業　～町内９地区で協議を行いました～
　11月から12月にかけて各地区の協議の場を持ちました。
協議の場で出た主な意見は次のとおりです。

【古布庄地区】

【上郷地区】 【赤碕地区】

【下郷地区】 【成美地区】

【浦安地区】 【安田地区】

【八橋地区】 【以西地区】

多面的機能支払交付金
内容：集落等地域の農業用の水路や道路などの草刈り
　　　や泥上げ、補修などの維持・保全管理に取り組
　　　む組織に対し活動費用が助成されます。
対象：集落内の農業者及び地域住民を含む活動組織
交付単価：田10aあたり5,400円～9,200円
（※一例）　　（取組面積・内容に応じて交付）
備考：５年間の取り組み計画を申請し、継続して取り
　　　組む必要があります。

中山間地域等直接支払交付金
内容：集落内の農用地や農業用の水路・道路など営農
　　　を含む維持・保全に関する取り決めを行って活
　　　動する集落に対して活動費用が助成されます。
対象：集落内の農業者
交付単価：田10aあたり8,000円
（※一例）　　（取組面積・内容に応じて交付）
備考：５年間の取り組み計画を申請し、継続して取り
　　　組む必要があります

地域まるっと中間管理方式
内容：�地域の農用地の全てまたはそのほとんどを地域

に設立した法人が全て借受けし、法人が農用地
の維持管理などを行う方式です。耕作者は、法
人と作業委託契約を結び農地を利用し、農業生
産を行う形でこれまでどおりの営農を行います。

備考：取り組みを行うには、地域内に法人を設立する
　　　必要があります。　　　
　　　�農地バンクを通じて法人が農用地を集積するこ

とにより、集積協力金が法人に交付されます。

　これらの支援は、町内の全
ての集落で取り組むことがで
きます。
（複数の取り組みをあわせて
実施することもできます。）
　ぜひご相談ください。

【問合せ先】
　農林水産課　農林水産振興係　 55-7802
　　　　　　　農村整備係　　　 55-7803

地域で農地や農業用施設などの保全活動に取り組みませんか？
【地域や集落が行う取り組みに対する支援の紹介】
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ことうらバスのダイヤと路線
が変わります！

令和７年４月１日（火）より

　琴浦町の町営バス「ことうらバス」の新た
なダイヤと路線での運行が４月１日から始ま
ります。
　公共交通はドライバー不足や利用者の減少
等様々な課題があります。そうした中、より
効率的で充実した運行を実現するために交通
事業者等と調整・検討を進めてきました。
　今回は従来の運行からの主な変更点や新た
な取り組みの内容についてお伝えします。�

ことうらバスの課題と再編のポイント 
　ことうらバスは、地域の移動手段として町民の皆様
に親しまれてきましたが、ドライバｰ不足、利用者数
の減少、運行費用の増加といった課題を抱え、現状の
ままの運行を継続していくことが困難な状況を迎えて
います。
　そこでこれらの課題を解決し、これからも小中学生
の通学や高齢者の通院、買い物などの日々の暮らしに
必要な移動手段として残していくために、次のポイン
トを基本に運行方法の見直しを行いました。　

62,232

53,161
48,977

46,780 46,597
40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

R1 R2 R3 R4 R5

〈ことうらバス利用者の推移〉

①運行管理の一元化 
　�　これまで田中商店、日ノ丸自動車の２社体制で運行してきましたが、車両管理・連絡体制など運行
管理体制を見直し、一元化を行います。

②共助交通の実施 
　�　｢福永線」の利用者減少に伴い、上郷地区・倉坂地区について、日中の運行を共助交通で行いま
す。地域住民主体の団体「上郷・倉坂たすけあい交通の会」が運行を行います。
　　なお、朝夕については、これまでどおり予約型バスを運行します。

③バス停留所の追加・削減 
　　買い物、通院などの利便性向上及び運行の効率化のため経由地の追加及び利用者のない停留所を廃
　止します。

「琴浦海岸線」▶経由地に「診療所前」を追加、「やばせこども園前」「東伯総合体育館前」を廃止
「船上山線」　▶経由地に「JA赤碕支所前（東宝ストア前）」を追加、205便を逆ルートに変更
「野井倉線・上法万線」�▶経由地に「トライアル」を追加

④運行時刻の変更 
　　小中学校の登下校、JR等との接続を考慮して、全体のダイヤを変更します。

　 問合せ先　　��企画政策課　 52-1708
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路線図から見ることうらバス再編の概要 

①ことうらバスの運行を一元化

②福永線（上郷地区・倉坂地区）の日中の運行を共助交通で実施

③バス停留所（経由地）の追加及び廃止
　　琴浦海岸線：診療所前を追加及びやばせこども園前・東伯総合体育館前を廃止
　　船上山線：JA赤碕支所前（東宝ストア前）を追加、205便を大父→山川ルートに変更
　　野井倉線・上法万線：トライアルを追加

④登下校、JR、広域路線バス等との接続を考慮したダイヤの見直し

★各バス路線の運行経路、ダイヤの詳細
については、町報４月号と合わせて配布
する時刻表をご覧ください。 

★一般乗用タクシーもご利用ください！ 

　時間を気にすることなく利用できる
　一般乗用タクシーもご利用ください。

　　連絡先　ことうら交通　 27-1636
　　事務所　琴浦町中尾478-1�
　　営業時間　6:30～20:00
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軽自動車税の減免について軽自動車税の減免について
　身体などに障がいがあり、下表に該当する人は減免になる場合がありま
す。また、下表に該当する障がいのある人の通勤・通院・通所のために介護
をする人が運転する場合も対象になります。
　昨年減免の申請をされた人も改めて申請が必要です。

　※�昨年減免申請され今年も減免に該当されると思われる人には、３月末に
通知でお知らせします。

①�身体などに障がいのある人が所有し、自らが運転する
軽自動車
②�身体などに障がいのある人が所有し（その人と生計をひ
とつにする人が所有する場合を含む）、生計をひとつに
する人が障がいのある人のために運転する軽自動車。
③�身体などに障がいのある人（障がいのある人のみの世
帯に限る。）が所有し、その人を常時介護する人が運
転する軽自動車。
※�障がいの程度によっては、減免の対象にならない場合
があります。
※�減免は１人につき1台に限られます。他の軽自動車や
普通自動車などですでに減免を受けている場合は対象
となりません。

・減免申請書
・身体障がい者手帳など
・車検証の写し
・��減免を申請される人（納税義務者）の運転
免許証の写し

対象②の場合の追加書類
・��生計同一証明書（障がいのあ
　る人と同一世帯でない場合）
対象③の場合の追加書類
・常時介護証明書

対象　次の①から③のいずれかに該当

新規に申請する場合の必要書類

申請・問合せ先
・軽自動車税について　　税務課　 52-1702
・普通自動車税について
　鳥取県中部県税事務所　収税課　 23-3107

申請期間

4月1日(火)
▼

4月30日(水)

減免の対象となる手帳および障がいの範囲
手帳の種類 障がいの程度
療育手帳 「Ａ」のみ

精神障害者保健福祉手帳 「１級」の表示があり、自立支援医療受給者証を交付されている人
戦傷病者手帳 税務課にお問い合わせください。

身
体
障
害
者
手
帳

　　　　　　　　　　　　運転者・等級 
障がいの区分

本人運転 生計同一者又は常時介護する者が運転をする場合
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

視覚障がい 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
聴覚障がい 〇 〇 〇 〇

平衡機能障がい 〇 〇
体幹不自由 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

乳幼児期以前の非進行性 上肢機能 〇 〇 〇 〇
脳病変による運動機能障害 移動機能 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

心臓機能障がい 〇 〇 〇 〇 〇 〇
じん臓機能障がい 〇 〇 〇 〇 〇 〇
呼吸器機能障がい 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ぼうこうまたは直腸の機能障がい 〇 〇 〇 〇 〇 〇
小腸の機能障がい 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 〇 〇 〇 〇 〇 〇
肝機能障がい 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

喉頭摘出による音声機能障がい
〇

手帳に「喉頭摘出による」又は「無喉頭」という記載がない場合は、初めて申請
する場合に限り、鳥取市保健所又は各総合事務所県民福祉局で発行する証明書を
提出してください。

上肢不自由（※１）
○ ○ ○ ○

※１　手帳に右上肢と左上肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。 
①右上肢３級かつ左上肢３級（両上肢機能障がい３級と記載の場合は該当しません） 
②右上肢４級かつ左上肢３級　③右上肢３級かつ左上肢４級

下肢不自由（※２・※３）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
※２ ○ ○ ○ 

※３
※２　手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。 
　　　・右下肢７級かつ左下肢７級 
※３　手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。 
　　　・右下肢４級かつ左下肢４級（両下肢機能障がい４級と記載の場合は該当しません）

くわしくは
こちら▼
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補正予算補正予算11月月
問合せ先　総務課　 52-2111

補正後の一般会計予算総額：139億2,610万円

まちの予算はどうなった？

会計区分 補正額
一般会計（９号補正）１月24日議決 ２億3,756万円

　１月臨時議会で、国の補正予算を活用した物価高騰対策事業及び中学校の空調設備更新事業、11月豪雨災害
による災害復旧事業など早期に対応が必要な事業の予算が可決されました。

▼補正予算の主な事業内容
事業名 補正額 内　容 担当課

●物価高騰対策
物価高騰対策町民
支援商品券配付事業
【第４弾】

5,596万円
　物価高騰の影響を受ける町民を支援するため、ことうら
商品券を配付します。
　詳細は下記のとおりです。

総務課�
52-2111

物価高騰対応重点
支援給付金
(低所得世帯支援枠)

6,481万円

　令和６年度住民税非課税世帯（住民税均等割課税者の扶
養親族のみで構成される世帯は除く）に対して、１世帯あ
たり３万円と非課税世帯に属する18歳以下の児童１人あた
り２万円の給付金を支給します。
　対象の世帯には、２月中旬に支給決定通知を送付してい
ます。
　給付金の振込みは３月上旬を予定しています。

福祉あんしん課�
52-1715

●事業者支援

水産振興対策事業 11万円
　海水温の上昇などにより悪化したアラメ等の藻場を早急
に復旧・回復するため、緊急的にアラメ種苗プレートの設
置やムラサキウニ駆除を実施する費用を補助します。

農林水産課�
55-7802

●学校施設整備

中学校空調設備更新
事業 6,121万円

　赤碕中学校・東伯中学校の空調設備が老朽化により機能
低下や故障が発生していることから、空調設備を更新し、
快適な教育環境を整備します。

教育総務課�
52-1160

●災害復旧

災害復旧事業 650万円
　令和６年11月豪雨災害により被災した農業用施設（三保
地区・槻下地区）及び林道笹ヶ谷線の災害復旧工事を行い
ます。

農林水産課�
55-7803

●基金の積立

減債基金積立金 3,500万円

　後年度の町債（借金）返済のために追加で交付をされた
普通交付税（臨時財政対策債償還基金費分）を減債基金
(貯金）に積立てます。
　補正後の減債基金残高（見込）：３億5,291万円

総務課�
52-2111

　町では、物価高騰対策の第４弾となる「ことうら商品券」を全世帯および全町民に配付し、家計の負担
軽減を支援します。
　　対象者　　２月15日現在の琴浦町住民登録者
　　配付枚数　１世帯あたり：500円×６枚　１人あたり：500円×４枚
　　受取方法　２月下旬から、ゆうパックにより順次配送しています。
　　　　　　　�郵便局員が訪問しますので対面でお受け取りください。
　　　　　　　※�宅配ボックス等への置き配は行わず、必ず対面でのお渡しとなりますので、ご了承くだ

さい。
　　使用方法　｢ことうら商品券登録加盟店」で代金支払時にご使用ください。
　　使用期限　令和７年６月30日（月）
　　問合せ先　総務課　 52-2111

 【第４弾】物価高騰対策町民支援商品券を配付しています。
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スマート窓口（書かない窓口）
が始まります！

　総合窓口で従来の異動手続きを行っ
た後、そのまま残りの手続きを同じ窓
口で行うことができます。※２
　また、申請内容は口頭で聞き取りを
行い、職員がPC上で申請書を作成しま
すので住所、氏名等の記載の必要がな
くなります。
(分庁舎でも同様に手続きを行えます。)

　３月25日（火）から「書かない窓口（スマート窓口）」の運用を開始します。
　これまでは、転入や出生などのライフイベントに伴った各種手続き※１は各担当課窓口で、何度
も申請書の記入が必要でした。
　運用開始後は、総合窓口の１箇所で手続きが完了し※２、申請書の記入も必要なくなります。

問合せ先　総務課　 52-2111

〇これまでの窓口手続
複数の担当課に移動する必要があり、
その都度申請書を記入

〇スマート窓口導入後
総合窓口のみで手続きが完了※２
かつ　申請書の記入の必要なし　

※１　�ライフイベントに伴う手続きとは転入、転出、転居、出生、死亡、結婚、離婚に伴う手続
きのことを言います。

※２　�一部の手続きは今回のスマート窓口（書かない窓口）に非対応ですので、従来どおり担当
課窓口で手続きを行う必要があります。
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～引越し手続はマイナポータルから～

｢引越し手続オンラインサービス｣
　マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから
転出届・転入予約をオンラインで提出できます。

オンラインで簡単
手続の流れ

STEP1 STEP2 STEP3 対面で
転入届を提出

オンラインで
転入予定日等を連絡

オンラインで
転出届を提出

　オンラインで転出届の
提出ができるため、引越
す前の市区町村窓口への
来庁が原則不要です。

　引越し時は転入先の市
区町村窓口で転入手続が
必要ですが、事前に来庁
予定の連絡ができます。

　窓口で必要な手続や持
ち物をマイナポータル上
で事前に確認でき、ス
ムーズに転入手続ができ
ます。

◆必要なのはマイナンバーカードとマイナポータルだけ
＜準備するものと操作方法＞
　①マイナポータルへアクセス
　②届出情報等の入力
　③電子署名�&�送信

引越し手続オンラインサービスはこちらから▶
https://myna.go.jp/html/moving_oss.html
(別途マイナポータルアプリのダウンロードが必要)

問合せ先　町民生活課　 52-1704／マイナンバー総合フリーダイヤル　 0120-95-0178
　　　　　　　　　　　　　　　　(平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30※年末年始除く)

＜準備するものと操作方法＞
　□利用者のマイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書
　□マイナポータルにアクセスする端末（スマートフォン・PC)
　□連絡先電話番号
　□新しい住所

※�市区町村窓口から、入力内容の不備等による連絡があった場
合は、その内容に従って対応してください。
※�マイナポータルから転出届の提出を行った後は、各種案内に
沿って、引越し先の市区町村窓口で転入届等の手続を行って
ください。
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問合せ先　すこやか健康課　 52-1705

こころの健康を保ちましょう
３月は自殺対策強化月間です

　こころが疲れていませんか？　
　春は就職や転勤など生活環境が大きく変わ
る時期です。様々な生活の変化が気づかない
うちにストレスになっていることもあります。
　こころが疲れ切ってしまうと、憂うつな気
分や意欲の低下が続いたり、食欲がない、眠
れない日が続くなど体の不調をきたすことが
あります。誰かに相談することで気持ちが軽
くなることもあります。専門機関への相談も
方法の一つです。

＜電話相談窓口＞
・琴浦町すこやか健康課　　　 52-1705
・ライフリンク（24時間対応)　 0120-061-338
・こころの相談窓口（倉吉保健所)　 23-3921
・県立精神保健福祉センター　 0857-21-3031

こころの不調に気づくポイント
①��特に原因がないのに２週間以上眠れない日
　が続く（不眠の症状）
②物事を悪い方向に考えてしまい、優柔不断
　で決断ができなくなる（憂うつ気分、思考
　力の低下）
③好きなことにも関心がわかなくなる（意欲
　の低下）
④日常生活が普段のようにできなくなる

＜SNS相談＞

・とっとりSNS（LINE)����▶

・生きづらびっと　　　　▶
　（LINE,Facebook,WEBの
　3つから選択）

　 　 　 　 　

問合せ先　子育て世代包括支援センターすくすく　 27-1333

3/1～3/7は子ども予防接種週間

　未接種のまま忘れている予防接種はありま
せんか。接種を希望される人は、母子健康手
帳や接種期限を確認し、医療機関に予約して
早めに予防接種を受けましょう。

★接種期限間近です
　MR（はしか・風しん混合）予防接種２期
　期限　令和７年３月31日
　対象　平成30年４月２日から
　　　　平成31年４月１日生まれ

忘れがちな予防接種
　定期予防接種のうち、４種混合ワクチン、
ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、日本
脳炎などの追加接種は、一定期間をおいてか
ら接種するので忘れがちです。
　また、２種混合予防接種などは接種期間が
長いため、接種を先のばしにして期限が過ぎ
てしまうことがあるのでご注意ください。

子宮頸がん予防ワクチンのお知らせ
　子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチ
ン）の接種者が急増したため、希望しても接
種できない状況が一時的に起こりました。
　このことから、令和７年３月31日に接
種期限を迎えられる人に対し、全３回のワ
クチン接種を公費で完了できるようにする
方針が国の審議会で次のとおり了承されて
います。

対象者（次の要件すべてに該当する町民）
・平成９年４月２日から
　平成21年４月１日生まれの女性

・令和４年４月１日から
　令和７年３月31日までに
　HPVワクチンを１回以上接種した人
接種期限　令和８年３月31日

健　康

health

　 　 　 　 　健　康

health
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問合せ先　人権・同和教育課　 52-1162

～琴浦町人権・同和教育推進協議会主催　令和６年度 人権啓発事業～

部落問題について正しい理解を深める講演会

●�部落差別をなくすために私たちにできることは、まず部落問題について知ることと、正
しく理解することが大切です。皆さん講演会にぜひご参加ください。

お知らせ

news

日時　３月16日（日）　13:30～15:30
場所　役場分庁舎２階　多目的ホール
　　　※入場無料、申込不要

申込・問合せ先　社会教育課　 52-1161

～ヴァイオリンの演奏体験ができちゃう♪～
ことうらきっずコンサート開催

　鳥取県にゆかりのある音楽家「鳥取チェン
バーオーケストラ」による親子で楽しめるコ
ンサートを今年も開催します。
　今回は、ディズニー音楽をメインに演奏♪
メンバーと一緒にヴァイオリンの演奏体験も
できます。

～出演者～

【日時】３月20日（木・祝）
　　　　午前の部　10:30～11:30（開場10:00)
　　　　午後の部　14:00～15:00（開場13:30)
　　　 ※開場から開演の間、ワークショップ
　　　「魔法のステッキづくり」を行います｡

【場所】役場分庁舎２階　多目的ホール

【料金】300円　
【定員】あり（先着順）
※チケットの事前購入が必要
※未就学児は無料（チケットの確保は必要)

【受付期間】３月19日（水）まで

【チケット取扱】社会教育課
　　　　　　　 (まなびタウンとうはく３階)
※�当日券予約は３月19日の受付のみ（チケッ
トの残数によって取扱わない場合あり)
※�年齢制限なし（演奏体験は４歳到達年齢以
上の児童に限る)

　 　 　 　 　お知らせ

news

▲ヴァイオリンの演奏体験の様子

ヴァイオリン
湯淺いづみ

ヴァイオリン
時本さなえ

ヴィオラ
眞家　利恵

チェロ
村岡　苑子

うた
佐々木まゆみ

講演会『変容する部落差別 』～差別をつくりかえ、再生産するのは誰なのか？～

講師　阿
あ く ざ わ
久澤　麻

ま り こ
理子さん

　　　(大阪公立大学
　　　人権問題研究センター教授) ▲くわしくは

　こちら
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琴浦M
yスタ

ー☆の
紹介

　船上小学校では、１月17日（金）に、６年生
が宇都宮大学の中村真教授とオンライン学習
を行いました。中村真教授は、現 6年の国語
の教科書（光村図書）に掲載されている説明
文「笑うから楽しい」の筆者で、旧安田小学
校の卒業生です。
　当日は、「つながりを大切に　これからの
人間関係づくりにむけて」をテーマに「旧安
田小学校時代」「心理学の道へ進んだきっか
け」「新しい人間関係を築くために」につい
てのお話をしていただきました。
　先輩にあたる心理学者の言葉から、人間関
係について深く考えることができたひととき
でした。

Vol11「卒業生に学ぶ」

　　　　　　

問合せ先　町民生活課　 52-1704

ふるさと斎場使用料の
支払窓口が変わります

　現在、ふるさと斎場使用料の支払いを役場
窓口で受付していますが、４月１日からの支
払窓口が「鳥取中部ふるさと斎場」に変更に
なります。
　４月１日以降に鳥取中部ふるさと斎場を使
用される場合は、直接ふるさと斎場窓口で使
用料をお支払いください。

【ふるさと斎場使用料・支払先】
　３月31日まで　町民生活課
　⇒４月１日から　鳥取中部ふるさと斎場
��　　　　　　　　　(倉吉市円谷町346-1)
※支払の際は、死亡届受付時に町民生活
課で発行する「ふるさと斎場使用許可証｣
が必要

お知らせ

news
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Sports スポーツのお知らせ

総合体育館トレーニングルーム
　窓口で受付をしてからご利用ください。
利用時間　
月・水・木・金・土曜　8:30～22:00
日曜　8:30～17:00　※火曜日休館

利用料　町民１回110円（年会費3,300円）
持ち物　��スポーツウェア、屋内用シューズ、

飲み物（ふた付き容器）、タオル
　　　　※高校生以上から利用可能

申込・問合せ先　総合体育館　 52-2047

【３月のトレーナースケジュール】
　　谷川コンディショニングコーディネーター
（水）13:15～20:15／（土）8:30～15:30
※体幹教室などで、不在の場合があります。
　　岩崎町民トレーナー
（月）9:00～12:00／（木）17:30～20:30
　　AIフィットネストレーナー
（水・木）9:00～12:00 ※�日程は中止・変更になる場合あり。詳しくは、総合体

育館配架のチラシをご確認ください

※各イベントは発熱・体調の悪い場合は参加できません。

　

　

　スポーツ推進委員と一緒に、スポーツを楽しみ健康づくりをしましょう!!
日時　３月21日（金）19:30~21:00
場所　総合体育館
種目　ソフトバレーボール・ボッチャ・
　　　ほおるんビンゴ・バウンスボール・
　　　モルック・ソフトテニス
対象　　町民（中学生以下は保護者同伴）
参加費　無料（事前申込不要）
持ち物　スポーツウェア、上履きシューズ、
　　　　飲み物、タオル

えんじょいスポーツ

　 　

　スポーツや奉仕活動などをとおして、健全な心と身体をつくり、仲間づくりをしましょう。

申込方法　小学校から配布されたチラシに必要事項を記入し、
　　　　　入団費を添えて各団練習会場で申込
　　　　　　※各団の問合せ先は、チラシの裏面をご覧ください
　　　　　　※総合体育館・学校での申込受付は行っていません
入会費　　①小学新１年生から中学新３年生まで　…1,400円
　　　　　②高校新１年生から新３年生まで　　　…2,450円
　　　　　　※いずれも保険代と町・県登録費を含む
申込　　３月14日（金）まで
問合せ先　スポーツ少年団事務局（総合体育館内）　 52-2047

令和７年度スポーツ少年団員を募集します !

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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　交通災害共済は、鳥取中部ふ
るさと広域連合が行う、交通事
故による被害に対して見舞金が
受けられる共済制度です。万が
一の事故に備え、家族みんなで
加入しましょう。
　３月から各部落の加入推進員
などの協力で加入取りまとめを
行います。
締　切　３月31日（月）
問合せ先　総務課　 52-2111�����������

⃝海上保安学校　学生採用試験
　〈特別〉10月入校
　申込　３月13日（木）まで
　第１次試験日　５月11日（日)
⃝海上保安官　採用試験
　令和８年４月入校
　申込　３月24日（月）まで
　第１次試験日　５月25日（日)
　問合せ先　境海上保安部管理棟
　　 0859-42-2532

～琴浦町内えんくるり事業
　　　　　参加法人協働事業～
　町内の社会福祉法人（琴浦町
社会福祉協議会・立石会・赤碕
福祉会）が協働して、町内に居
住する生活困窮者へ必要な生活
用品等を提供することで困窮者
の自立を支援します。
≪生活用品の例≫

　町民、事業所、商店等から生活
用品の寄附を募集しています。
　また、生活に困窮し、生活用
品等の購入が困難な人は下記ま
でお問合せください。
問合せ先　
　琴浦町社会福祉協議会　
　 52-3600

日時　３月21日（金）
　　　14:00～15:30
場所　浦安地区公民館�３階　
　　　多目的ホール
内容　閉講式
　　　・�事業報告
　　　・音楽コース発表
　　　・アトラクション　他
送迎バス　３月７日（金）までに
　　　　　申込をしてください｡
申込・問合せ先　
　社会教育課　 52-1161

　３月１日（土）から７日（金)
まで春季全国火災予防運動が実
施されます。春先は、空気の乾
燥や強風などで火災が発生しや
すくなるため、火の元には十分
注意しましょう。
問合せ先　
　琴浦消防署　 52-3346

申込はこちらから▶
(人事院採用情報NAVI)

有料広告

寿大学一般教養コース開催

案　内

令和７年
春季全国火災予防運動

海上保安官を募集しています

生活用品支援事業令和７年度交通災害共済
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　お酒・薬物などの依存症につ
いて、本人および家族を対象に
した、教室・相談を無料で行っ
ています。秘密厳守のため、安
心してお話ください。
日時　３月14日（金）

場所　中部総合事務所
　　　別館会議室
申込・問合せ先
・鳥取県中部総合事務所
　倉吉保健所　 23-3921
・医療福祉センター倉吉病院
　 26-1190

　〈磁石〉をテーマに、豪華実験
セットで２日間楽しく学びます。
日時　３月29日（土）、30日（日)
　9:30～15:30（昼食は各自)
会場　浦安地区公民館
　※小学生のみの参加は不可
費用　参加費：大人6,600円
　子ども１人につき2,200円
　（大人は何人でも追加費用なし)
　実験セット代：１家族4,950円
　※先着順、費用は事前入金制

問合せ先　
　NPO法人　楽知ん研究所
　 080-8491-5296

　求職者を対象にものづくりの
技能・技術および専門知識を身
につける訓練を行います。
　手に職をつけたい、自分に足
りないところを身につけスキル
アップしたい人におすすめの訓
練です。

令和７年４月入所生
⃝ 住宅リフォーム技術科（６カ
月訓練)

定員　15名
訓練期間　４月２日（水）
　　　　　～９月29日（月）
申込　３月10日（月）まで
その他　体験会：３月４日（火)

令和７年５月入所生
⃝ CAD・NC加工技術科（６カ
月訓練)

定員　15名
訓練期間　５月８日（木）
　　　　　～10月30日（木）
申込　３月３日（月）
　　　　～４月11日（金）
その他　見学会：３月11日（火)
　　　　　　　　３月25日（火)
　　　　　　　　４月８日（火)
　　　　体験会：４月１日（火)
・・・・・・・・・・・・・・・
対象　求職中の人（離職者）
受講料　無料（テキスト代別）
申込先　最寄りのハローワーク
問合せ先　ポリテクセンター米子
　 0859-27-5115

依存症について
家族教室・専門相談

ポリテクセンター米子より
職業訓練のご案内

家族教室
対象：家族
14:00～15:00（当日参加可)
参加者の希望に沿った内容

専門相談
対象：本人・家族・支援者
など
15:00～16:00（１人30分)
予約制（２日前までに)

申込はこちら▶

楽知ん（らくちん）研究所の
家族で学べる科学入門講座

ポリテクセンター米子
ウェブサイトはこちら

 　　　

＼Web口座振替受付サービスを／
ご利用ください

町の各種料金の口座振替が
24時間・365日

インターネットでいつでも

申込みできて便利！

＜利用可能な金融機関＞
・山陰合同銀行
・鳥取銀行

＜口座振替できるもの＞
　町税、保険料、保育料、
　学校給食費、町・県営
　住宅使用料、上・下水
　道使用料など

問合せ先　
　出納室　 52-1711または
　各税（料）担当課

詳細・申込は
こちらから▶
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　兵庫県神戸市出身。"地域と関
わる楽しさ"　を多くの人へ知って
もらうため、ゲストハウス｢狐塚
亭」を2023年８月にOPEN。

狐塚亭
ホームページは
こちら→

おうち宿　狐塚亭　オーナー
森本　萌さん
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室内はDIYで改装されたのが信じられ
ない仕上がり。

長期滞在可能。町外の方が琴浦暮らしを
体験するのにピッタリ。

私たちが
取材しました

暮
ら
し
を
お
試
し
で
き
る
場
所
作
り

地
域
と
関
わ
り
続
け
る
生
き
方
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各地区からのお知らせコーナー

としょかんはつ !

情報
発信

琴浦町図書館　 52-1115
　　赤碕分館　 55-7547
　　　図書館ホームページはこちら▶

今月の特集コーナー
◆赤碕分館◆「もうすぐ春

はる
！春

はる
を感

かん
じる本

ほん
」特集

休館日

３月図書館カレンダー【分館】

おはなし会
【分館】11:00～
図書館のイベント

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 2923
30

24
31

十割そば そば打ち体験
◆日時　　３月８日（土）9:30～
◆場所　　古布庄地区公民館
◆参加費　500円　
◆定員　　12名（先着順）
◆持ち物　エプロン・三角巾　
問合せ先（TEL・FAX）
古布庄まちづくり協議会(57-2004)

以西地区　卓球大会
◆日時　３月９日（日）8:45開会
◆場所　旧以西小学校体育館

以西小クリーン大作戦
◆日時　３月15日（土）9:00～
◆場所　旧以西小学校･体育館

ふれあい食堂
◆日時　３月15日（土）11:30～
◆場所　旧以西小学校
◆参加料　中学生以下･･･無料
　　　　　高校生以上･･･200円
問合せ先（TEL・FAX）
以西地区振興協議会(55-7550)

各地区・健康マージャン教室
◆日時　３月５日（水）13:30～16:30
◆場所　浦安地区公民館（52-2796)

◆日時　３月８日（土）13:30～16:30
◆場所　上郷地区公民館（52-3066)

◆日時　３月15日（土）13:30～
　　　　※毎月第３土曜日13:30～
◆場所　下郷地区公民館（53-1886)

ニュースポーツ交流会
◆日時　３月９日（日）10:00～
◆場所　旧安田小学校体育館
◆種目　ボッチャ・モルック��
問合せ先（TEL・FAX）
安田地域づくり協議会(55-1848)

いまここ食堂
◆日時　３月12日（水）17:00～
◆場所　成美地区公民館
　　　　　　農事相談室
◆費用　高校生まで無料
　　　　一般300円
　　　　75歳以上100円

いまここ　乳幼児教室
◆日時　３月27日（木）10:00～
◆場所　成美地区公民館�１階和室
◆費用　500円
◆内容　�赤ちゃんもパパ・ママも簡

単に栄養がしっかりとれる
食育教室

問合せ先（TEL・FAX）
成美地区公民館(55-2316)

キッズオープンデー
◆日時　３月８日（土）13:00～16:00
◆場所　上郷地区公民館

卓球交流会
◆日時　３月16日（日）9:00～12:00
◆場所　上郷地区公民館

さあしぶりにしゃべらあ会
◆日時　３月27日（木）10:00～12:00
◆場所　上郷地区公民館
問合せ先（TEL・FAX）
上郷地区公民館(52-3066)

八橋地区卓球大会
◆日時　３月９日（日）9:00～
◆場所　総合体育館��　
問合せ先（TEL・FAX）
八橋地区公民館(52-2564)

　まなびタウン空調等改修工事の工程が遅れて
いるため、本館の開館日および臨時図書館の開
館を延期し、下記の日程となります。
本館の開館：４月１日（火）から
臨時図書館の開館：３月14日（金）まで
・�本の返却は、３月15日（土）以降、まなび
タウンの返却ポストをご利用ください。
・予約本のみ、本館事務室で受取可能です。
・�新聞は、本館開館まで本庁舎ロビーで閲覧で
きます。
※�くわしくは図書館ホームページ等でお知らせ
します。

●図書館本館開館のお知らせ
　図書館で不用になった本を提供しますので、
ご自由にお持ち帰りください。(冊数制限なし)

日時　３月１日（土）から
　　　※毎月末入れ替え予定
　　　　本がなくなり次第終了
場所　役場分庁舎　図書館前

●赤碕分館プチリサイクル市を開催します

　３月20日（木）開催予定の「あたまイキイキ音
読会」は、本館の開館準備のため、中止します。

●｢あたまイキイキ音読会」中止について

赤碕地区公民館祭
◆日時　　
　・住民作品展
　　２月28日（金）～３月２日（日）9:00～
　・公民館祭
　　３月１日（土）・２日（日）9:00～
◆場所　赤碕地区公民館
問合せ先（TEL・FAX）

赤碕地区公民館(55-2149)
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19 水
20 木
21 金 ３歳児健診 12:45 保健センター

寿大学一般教養コース　 
閉講式 14:00 浦安地区公民館

22 土 手話教室 10:00 東伯文化センター
鳥取大学サイエンス
アカデミーライブ中継 10:30 役場�分庁舎

図書館おはなし会 11:00 図書館赤碕分館
23 日
24 月 乳児相談 9:00 保健センター

古布庄地区 
森のトレーニング教室 19:00 旧古布庄小学校体育館

図書館休館日 図書館赤碕分館
25 火 成美地区プロギング 9:30 成美地区公民館

成美地区スマホ教室 13:30 成美地区公民館

26 水 図書館休館日 
(資料整理日） 図書館赤碕分館

27 木 成美地区 
いまここ乳幼児教室 10:00 成美地区公民館

上郷地区 
さあしぶりにしゃべらあ会 10:00 上郷地区公民館

悩み何でも無料相談 13:30 安田地区公民館
悩み何でも無料相談 15:00 以西地区公民館

28 金
29 土 図書館おはなし会 11:00 図書館赤碕分館
30 日
31 月 図書館休館日 図書館赤碕分館

1 土 赤碕地区公民館祭 
住民作品展 9:00 赤碕地区公民館

琴浦こども塾「修了式」 9:30 浦安地区公民館
図書館おはなし会 11:00 図書館赤碕分館

2 日 浦安地区卓球大会 8:30 東伯総合公園アリーナ
赤碕地区公民館祭 
住民作品展 9:00 赤碕地区公民館

町子ども会リーダー研修会 10:00 浦安地区公民館

3 月 確定申告（東伯会場・
3/17まで）※平日のみ

9:00�
13:00 役場�本庁舎

図書館休館日 図書館赤碕分館
4 火 農家相談 9:00 役場�分庁舎

成美地区プロギング 9:30 成美地区公民館
成美地区スマホ教室 13:30 成美地区公民館

5 水
6 木 悩み何でも無料相談 13:30 八橋地区公民館

悩み何でも無料相談 15:00 上郷地区公民館
7 金

8 土 古布庄地区 
十割そば　そば打ち体験 9:30 古布庄地区公民館

手話教室 10:00 東伯文化センター
図書館古文書講座 10:30 役場�分庁舎
図書館おはなし会 11:00 図書館赤碕分館
キッズオープンデー 13:30 上郷地区公民館
上郷地区 
健康マージャン教室 13:30 上郷地区公民館

9 日 以西地区卓球大会 8:45 旧以西小学校体育館
八橋地区卓球大会 9:00 総合体育館アリーナ

10 月 古布庄地区 
森のトレーニング教室 19:00 旧古布庄小学校体育館

図書館休館日 図書館赤碕分館
11 火 成美地区プロギング 9:30 成美地区公民館

見えにくくてお困りの方
相談会 10:00 役場本庁舎

成美地区スマホ教室 13:30 成美地区公民館
12 水 成美地区いまここ食堂 17:00 成美地区公民館

虹の会（不登校や障がい、
ひきこもりの親の会） 19:00 東伯文化センター

13 木 悩み何でも無料相談 13:30 赤碕地区公民館
悩み何でも無料相談 15:00 成美地区公民館

14 金 パーソナルカラー講座 10:00 浦安地区公民館
15 土 以西小クリーン大作戦 9:00 旧以西小学校・体育館

図書館おはなし会 11:00 図書館赤碕分館
以西地区ふれあい食堂 11:30 旧以西小学校
下郷地区 
健康マージャン教室 13:30 下郷地区公民館

16 日 上郷地区卓球交流会 9:00 上郷地区公民館
17 月 図書館休館日 図書館赤碕分館
18 火 成美地区プロギング 9:30 成美地区公民館

成美地区スマホ教室 13:30 成美地区公民館

＝＝＝＝＝＝＝＝主な連絡先＝＝＝＝＝＝＝＝
琴浦町役場　本庁舎　 52-2111�
琴浦町役場　分庁舎　 55-0111
まなびタウンとうはく　 52-1111
琴浦町図書館　本館　 52-1115
琴浦町図書館　赤碕分館　 55-7547
琴浦町総合体育館　 52-2047
赤碕総合運動公園　 55-7570
琴浦町立東伯文化センター　 52-2773
琴浦町立赤碕文化センター　 55-0741
八橋地区公民館　 52-2564
浦安地区公民館　 52-2796　
下郷地区公民館　 53-1886
上郷地区公民館　 52-3066
古布庄地区公民館・まちづくり協議会　 57-2004
赤碕地区公民館　 55-2149
成美地区公民館　 55-2316
安田地区公民館・地域づくり協議会　 55-1848
以西地区公民館・振興協議会　 55-7550
琴浦町地域包括支援センター　 52-1525
琴浦町ファミリー・サポート・センター　 090-8066-5252

３月のお知らせカレンダー
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【各種相談窓口】
人権相談
・みんなの人権110番（法務局） 0570-003-110（平日8:30～17:15)

子育ての相談・児童虐待通告
・倉吉児童相談所　 23-1141（終日）
・児童家庭支援センターくわの実　 24-6306（平日8:30～17:30)
・子育て世代包括支援センター　 27-1333（平日8:30～17:15)
�
DV被害相談窓口
・DV担当（中部総合事務所内） 23-3147（終日）
・よりん彩�相談室　 23-3939（火～日・9:00～17:00）
・子育て世代包括支援センター　 27-1333（平日8:30～17:15)
・夜間休日電話相談窓口　 26-9807
　(夜間毎日17:15～8:30、土日祝8:30～17:15）

今月の無料相談
行政相談

時　①３月19日（水）9:00～11:00
所　琴浦町複合交流施設
　　（旧琴浦町社会福祉センター)
時　②３月27日（木）13:30～15:30
所　琴浦町老人福祉センター
問　総務課　 52-2111

農家相談
時　３月４日（火）9:00～11:30
所　農業委員会事務局
問　農業委員会事務局　
　　 55-7809

人権相談
時　①３月14日（金）9:00～11:00
所　成美地区公民館
時　②３月21日（金）9:00～11:00
所　下郷地区公民館
問　人権・同和教育課　 52-1162
見えにくくてお困りの方相談会
時　３月11日（火）10:00～12:00
所　役場本庁舎
問　鳥取県視覚障がい者中部支援センター
　　 27-1654

外国人相談窓口
時　開庁日　8:30～17:15
所　役場本庁舎
問　町民生活課　 52-1704

悩み何でも相談窓口
時　①３月６日（木）
所　八橋地区公民館�13:30～14:30
所　上郷地区公民館�15:00～16:00
時　②３月13日（木）
所　赤碕地区公民館�13:30～14:30
所　成美地区公民館�15:00～16:00
時　③３月27日（木）
所　安田地区公民館�13:30～14:30�
所　以西地区公民館�15:00～16:00
問　福祉あんしん課　 52-1715

公証役場休日相談
時　３月16日（日）9:00～12:00
所　倉吉公証役場
内　遺言、成年後見、離婚など
問　倉吉公証役場
　　 22-0437（要予約）

女性法律相談
時　３月19日（水）10:00～12:00
所　中部総合事務所　２号館
問　中部総合事務所県民福祉局
　　 23-3147（要予約）

多重債務・法律相談
時　３月21日（金）13:30～17:00
所　倉吉交流プラザ
問　中部消費生活センター
　　 22-3000（要予約）

精神障がい者家族ダイヤル
時　３月６日（木）、20日（木）
　　13:00～16:00
問　鳥取県精神障害者家族会連合会
　　 090-3880-3498
精神科医師による心の健康相談
時　３月６日（木）15:00～16:00
問　中部総合事務所　２号館
　　 23-3152（要予約）

司法書士無料相談
時　３月25日（火）16:00～18:00
所　エースパック未来中心セミナールーム６
内　相続、不動産登記など
問　鳥取県司法書士会
　　 0857-24-7024

何でも相談（社会福祉協議会)
時　月曜日～金曜日　8:15～17:15
　　※祝日を除く
所　琴浦町社会福祉協議会本所
問　琴浦町社会福祉協議会本所　
　　 52-3600
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みんなで学ぼう！
未来につなぐSDGs
このコーナーでは、環境などSDGsに
関する情報をご紹介します。

Vol.33

　SDGsの17のゴールについて、身近
でできる取り組みを紹介します。
｢10.人や国の不平等をなくそう」
　SDGsの基本理念である「誰
一人取り残さない」世界を実
現するための目標であり、「国
内や国家間のさまざまな不平
等の解消の解消を目指します。
○私たちにできることの例
　①正しい情報を知る
　　正しい情報を知ることは、問題解決に向けた第一
　歩となります。また、調べることで新たな発見や正
　しいと思っていた情報の誤りに気づくきっかけにも
　なります。
　②フェアトレード製品を購入する
　　開発途上国で作られたものや原料を適正な価格で
　購入することが、生産者の生活改善に繋がります。
　まずは、できることから始めましょう。

問合せ先　企画政策課　　52-1708

　　　

人権標語をとおして人権問題を正しく理解し
ましょう。このコーナーでは毎月、町内の児
童・生徒が制作した人権標語を紹介します。

　この標語は、東伯郡同和対策協議会が毎年、「人権が尊
重され、差別や偏見のない社会を実現する」ことを目的
に東伯郡の児童生徒を対象に募集したものです。
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人権の広場

　本校は知的障がいのある生徒が職業的
な自立を目指して学ぶ県内唯一の高等特
別支援学校として、地域の皆様に支えら
れて日々の学習活動に取り組んでいます。
火・木曜日の「ことカフェ」では、１年
間を通して地域の皆さんをはじめたくさ
んの人に来店いただき、ありがとうござ
いました。お客様とのふれあいや接客を
通して、接客に関する実践力や対応力が
身につきました。
　事務オフィスコースでは、地域の皆様
からの注文をたくさんいただきました。
名刺、チラシ、ポスターや看板づくり
等、来校いただき直接依頼を伺ったり、
電話で伺ったりしました。お客様の依頼
に応えるため、正確な業務を心がけました。サービスコースの生徒は地域カフェや福祉施設で野菜
販売や喫茶サービス、生徒企画の催しを行いました。生徒企画のゲームで地域の人に大いに盛り上
がっていただけたことは、生徒の喜びにつながっています。これらの経験により、役割を果たす、
役に立つことの喜びが、校内の学習にも生かされ、生徒の就労への大きな力となっています。
　令和６年度も地域の皆様とたくさんのつながりを持つことができました。学び多く、あたたかな
場を地域の皆様にいつも提供していただいていることに感謝しながら、今後も地域に貢献していけ
るよう頑張っていきます！

こんにちは 琴の浦高等特別支援学校です！


